
【朝日地域】

単位
使用料等
（円）

冷暖房料等
（１時間）

単位
使用料等
(冷暖房料等

含む)（円）

公民館ホール 1,500 2,250

会議室１、調理室、視聴覚室 500 350

会議室２、和研修室、茶室 500 250

美術工芸室 500 300

大ホール
20,000～
70,000

8,300

練習室
2,000～
6,000

750

楽屋(和室)、楽屋(洋室)
1,000～
3,000

350

ホワイエ
2,000～
6,000

1,150

アリーナ 1,000 1,500

アリーナ1/2 500 750

アリーナ　照明 500 750

アリーナ1/2　照明 250 350

ステージのみ 300 450

アリーナ（個人利用） 100 150

走路、トレーニング室
　　　　　　　　（個人利用）

１回・
１人

100
１回・
１人

150

会議室、選手控室等 １室 200 100 １室 300

朝日球場 野球場 １時間 700 ― １時間 変更なし

グラウンド 500 750

グラウンド　照明 1,600 変更なし

グラウンド（個人利用） 100 150

朝日ゲートボール場 ゲートボール場 １面 100 ― １面 変更なし

長津グラウンド
高根グラウンド

グラウンド ― 無料 ― ― 変更なし

アリーナ 500

アリーナ　照明 200

アリーナ（個人利用） ― ― 150

朝日山村広場 広場 ― 無料 ― ― 変更なし

常設展（大人） 400 600

常設展（小中高生） 100 150

常設展（大人・団体） 320 480

常設展（小中高生・団体） 80 120

体育館 200 200 600

教室 100 ― 150

体育館 300 200 750

教室 100 ― 150

体育館 500 200 1,050

教室 100 ― 150

　　※体育施設を除き、見直しが無い施設は表にありません。
　　※市民以外、開館時間外、入場料等を徴収する場合、営利又は営業を目的とした使用の場合に、
　　　割増しがある施設があります。

朝日教育事務所
（７２－６７００）

施設名称 利用区分

見直し前 見直し後
担当課

（お問い合わせ先）

総合文化会館

午前、
午後、
夜間、
全日

使用料の
30％

１時間

朝日総合体育館

１時間 １時間

朝日多目的
　　　　グラウンド

朝日地区公民館
午前、
午後、
夜間

50～350 １時間

生涯学習課
文化行政推進室
（５３－７５１１）

１時間 ― １時間

―

１回・
１人

１時間長津体育館
高根体育館

１時間
変更なし

縄文の里・朝日
１回・
１人

―

―

小川小学校 １時間 １時間

学校教育課
未来の学校創造室

（７５－８０３３）

朝日みどり小学校
朝日さくら小学校

１時間 １時間

朝日中学校 １時間 １時間



【朝日地域】

単位
使用料等
（円）

冷暖房料等
（１時間）

単位
使用料等
(冷暖房料等

含む)（円）

集団検診室 450

和室、機能訓練室、診察
室・問診室・検査室

150

朝日シルクフラワー
　　　　　　製作工房 製作工房 月額 30,000 ― 月額 45,000

朝日支所
産業建設課
産業観光室
（７２－６８８３）

休憩室
3,000～
5,000

450

農山村生活体験室
4,000～
6,000

600

郷土料理体験室
5,000～
8,000

750

多目的ホール
8,000～
12,000

1,200

１人用 5,900 8,550

２人用 10,800 15,650

３人用 14,600 21,150

４人用 17,500 25,350

５人用 19,300 27,950

朝日みどりの里
　農産物直売施設

直売施設 月額 50,000 ― 月額 62,300

スポーツ 100～600 900

スポーツ以外 3,000 4,500

バーデ（プール）スパ施設
（大人）

30,000 3,750

バーデ（プール）スパ施設
（小中学生）

25,000 3,125

バーデ（プール）スパ施設
（家族２人）

50,000 6,250

バーデ（プール）スパ施設
（家族４人以下）

60,000 7,500

バーデ（プール）スパ施設
（家族５人以上）

70,000 8,750

バーデ（プール）スパ施設
（法人）

100,000 年会券 150,000

朝日温泉活用健
康増進施設
（きれい館）

日中、
夜間、
全日

― １時間

観光課
観光交流室
（７５－８９４３）

１か月
券

１泊

１時間
朝日みどりの里
屋根付き多目的広場

朝日みどりの里
　　　　休養施設

朝日みどりの里
体験交流センター

年会券 ―

―

１時間 100～300

１泊

　　※体育施設を除き、見直しが無い施設は表にありません。
　　※市民以外、開館時間外、入場料等を徴収する場合、営利又は営業を目的とした使用の場合に、
　　　割増しがある施設があります。

担当課
（お問い合わせ先）

朝日支所
地域振興課
地域福祉室
（７２－６８８７）

― ― ―朝日保健センター １時間

施設名称 利用区分

見直し前 見直し後

減免基準の見直し

各団体の減額・免除区分のお問い合わせは、各施設のお問い合わせ先にお願いします。

区　　分 見　　　直　　　し　　　基　　　準

市（教育委員会を含む）が主催又は共催する事業で利用するとき（後援は除く）

市以外の官公署が利用するとき

市長（教育委員会を含む）が特に必要と認めるとき

施設の設置目的に応じ、各施設の設置目的固有の使用団体が利用するとき

市内の公共的団体が、行政活動の協力的目的で利用するとき

市長（教育委員会を含む）が特に必要と認めるとき

※令和10年３月31日まで「５割減額」は「６割減額」とします。

10割免除

５割減額※


